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1 本業務の目的 

本市では、令和６年度にゼロトラスト型セキュリティネットワーク環境の構築を進めて

おり、令和７年度からの運用を行うこととしている。 

現在は、閉域環境において統合型校務支援システムを利用しているが、本市で新しく構築

しているゼロトラスト型セキュリティネットワーク環境からの接続を前提として、セキュ

リティを担保した上で児童生徒の基本情報、出欠情報、成績情報、保健情報等の９年間を通

じた記録を一元管理、蓄積できる統合型校務支援システムを導入する。 

また、本市が利用する各種教育系システムと可能な限り連携を行うことで、日常的に行わ

れている校務の負担軽減や、これまでシステムごとに行っていた年次更新の一元化を目指

す。 

これにより、学校外・学校間の円滑な情報伝達を確保するほか、蓄積された情報を有効に

連動させて活用することにより、校務のＤＸ化を促進させ、第３次生駒市教育大綱が目指す

教育を推進する。 

   

2 本業務の概要 

(1) 業務名 

生駒市統合型校務支援システム構築業務 

 

(2) 本業務の範囲及び内容 

本業務の作業範囲及び内容は、次のとおりとする。 

(ア) 本業務に係るプロジェクトの全体管理（進捗管理、課題管理等含む。） 

(イ) 各種検討会の運営及び調整業務 

(ウ) 校務支援システム導入設計及び各種初期設定 

(エ) 各種運用ルールの策定 

(オ) 各種打ち合わせ、検討事項への助言及び提案 

(カ) 帳票類のカスタマイズ（通知表含む。） 

(キ) システム基盤の導入及び設定（各校における端末設定を含む。） 

(ク) 操作研修（管理者、利用者） 

 (ケ) その他、本システム導入及び利用を円滑に進めるための各関係機関との連携・調整、

作業依頼等を行うこと。 

 

(3) 業務期間 

業務期間は、契約締結日から令和７年８月３１日までとする。 

なお、本業務完了後、統合型校務支援システムの運用保守等業務について、地方自治法第

２３４条の３の規定に基づく長期継続契約により、令和７年９月１日から５年間の契約を

締結する予定である。 

 

(4) 本業務の対象拠点等 

(ア) 本業務の対象学校数、クラス数、児童生徒数及び教職員数は、以下のとおりとする。

特に記載のない場合は、すべて以下の条件を適用すること。 
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（令和６年５月１日現在）  

(イ) 上記(ア)のほか、教育委員会事務局、教育支援施設、生駒市子どもの居場所・学び

支援室（のびのびほっとルーム）、学校給食センター、生駒北学校給食センターも

本業務の拠点とする。 

 

(5) 成果物 

受託者が本市に提出する成果物は、以下のとおりとし、電子データで提出すること。 

(ア) 導入スケジュール 

(イ) 操作マニュアル 

(ウ) システム運用保守連絡体制図 

(エ) 研修計画 

(オ) 課題管理表 

(カ) 議事録及び付随資料 

 

3 システム要件 

(1) 基本事項 

 (ア) 令和６年１２月１日現在で、教務機能・保健機能が同一メーカーの同一プラットフ

ォームで作動するシステムであること。 

(イ) ソフトウェア資産の管理上の観点から、統合型校務支援システムの同一プラット

フォームで作動するアプリケーション及びデータベースは、ともにセンターサー

バで一元管理されるしくみであること。 

(ウ) 本市のゼロトラスト型セキュリティネットワーク環境下において、ロケーション

フリーで支障なく全ての機能が動作するように構築すること。 

(エ) 本市のゼロトラスト型セキュリティネットワーク環境での接続を前提とした、Web

ブラウザの Microsoft Edge で動作するクラウド方式のシステムであること。 

(オ) システムを端末上で動作させるにあたって、端末への校務支援ソフト自体のイン

ストール及びプラグイン等の追加インストール、各種の制御モジュール等の適用

作業が一切不要であること。 

(カ) パブリッククラウドサービスを利用したフルクラウド統合型校務支援システムで

あること。 

(キ) 提案するシステムは、パブリッククラウドサービスを利用したフルクラウド統合

型校務支援システムとして、９０校以上の学校への導入実績を有すること。 

(ク) 提案するシステムは、同一自治体又は複数自治体の共同利用型での同一のデータ

ベース利用で、公立小中学校及び義務教育学校を対象として、２０校以上かつ２年

以上の同時稼働実績（現在も稼働）があること。ただし、グループウェアのみや成

績機能のみ等の一部機能での稼働、及び小学校のみ・中学校のみ・高等学校のみの

稼働は実績として認めない。 

区分 学校数 クラス数 児童生徒数 教職員数 

小学校 12 校 269 クラス 6,337 人 441 人 

中学校 8 校 110 クラス 2,970 人 253 人 
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(ケ) 一般財団法人全国地域情報化推進協会（APPLIC）の「教育情報アプリケーションユ

ニット標準仕様」の準拠登録製品であり、オレンジマークを取得している製品であ

ること。なお、名簿連携は、一般社団法人 日本 1EdTech 協会が定める「One Roster」

に準拠した連携データを生成できる製品であることが望ましい。 

(コ) 契約期間内における学習指導要領の改訂、法及び条例の改正等の制度改正に伴う

調査書・指導要録・健康診断票などの公簿類の様式変更については保守業務の範囲

内として対応すること。 

(サ) システムへの同時アクセス数に制限がないこと。 

(シ) 日本学校保健会の推薦用品に認定されていること。 

(ス) 統合型校務支援システムの操作・運用に係る問い合わせに対して、電話及びメール

等での支援を行うヘルプデスクを設置すること。 

(セ) システムの障害発生時のために、最低限「前日までのシステム及びデータの復元」

が可能なバックアップファイルを取得すること。またシステム障害時には、本市と

協議の上、速やかに原因の究明と対策を講じること。 

(ソ) システムの操作マニュアルは、オンラインでいつでも閲覧可能であること。 

 

(2) システム基本性能関連事項 

(ア) 本市教育委員会から全校に共通する機能の設定値を一括で変更できること。 

(イ) 学校間のデータ連携（児童生徒の転出入や進学時の学籍情報等や、教職員の異動時

のユーザ情報等の引継ぎ等）ができること。 

(ウ) ２学期制、３学期制に対応していること。また、本市内で混在しても対応可能であ

ること。 

(エ) 特別支援学級に対応できること。 

(オ) 学校の統廃合や新設に対応できること。 

(カ) 新しい機能の実装や共通帳票の導入及び変更の際は、各校及び各端末において

個々に設定する必要なく、すべての利用者が時間差なしで利用を開始できること。 

(キ) 操作記録のログを記録し、必要に応じて調査できること。 

(ク) 本市教育委員会において、各学校・教育委員会におけるユーザを、所属、役職とと

もに任意に登録できること。 

(ケ) ユーザの追加・削除や所属・役職の変更等の異動情報の登録は、学校側での処理だ

けでなく、システム管理者側での一元管理によって、システム画面上での個別登録

又は Excel 等による一括登録が可能であること。また、学校や役職への着任日や離

任日を未来日に指定して予約登録ができること。 

(コ) 登録できるユーザ数には制限がなく、ユーザ数の変動による追加費用等がないこ

と。 

(サ) 通知表については、本市での運用上で必要となる要件を協議の上、可能な範囲で最

低限のカスタマイズができること。また、出力後の改ざんや意図せぬ改変等が生じ

ないよう、改ざん防止の対策が施されていること。 

(シ) 指導要録・健康診断票については、平成２２年９月文部科学省「指導要録等の電子

化に関する参考資料」に記載のある電子化運用のうち第５段階（写しの送受信まで

の電子化、紙媒体(書面)での管理及び送付不要）までを実現している又は実現予定
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であること。なお、電子化運用においては、平成２４年３月２９日文部科学省事務

連絡「表簿・指導要録等の電子化に係る基本的な考え方等について」（校長の関与

等の適正かつ組織的な手順の担保及び PDF ファイルへの電子署名等による真正性

の確保）に対応している又は対応予定であること。 

(ス) SAML 認証等により、GoogleWS やMicrosoft Azure 等とのシングルサインオンによ

る認証ができるシステムであること。 

(セ) 年度更新に伴う学籍情報の学年の繰上処理及び小学校から中学校への進学処理は、

学校側での処理だけでなく、システム管理者側での一元管理ができること。 

(ソ) 一定時間以上操作がなかった際に自動的にシステムからログアウトする仕組みを

有すること。 

(タ) 別紙「詳細機能要件確認書」で「必須」となっている詳細機能について、「対応不

可」の機能がないこと。 

 

4 システム詳細機能要件 

各機能の詳細な要件については、別紙「詳細機能要件」のとおり。 

 

5 システム等連携 

(1) 奈良県立高等学校の導入システムとのデータ提供に係る技術支援 

  現在奈良県では、すべての県立高等学校に統一システムとして株式会社システムディ

製『School Engine』を導入している。 

中学校教職員の業務効率化や校務DXの観点から、奈良県立高等学校入学者選抜や高等

学校進学に向けた円滑なデータ提供を実現したいと考えている。 

その実現にあたり、提案システムで対応可能な手法や機能、スケジュール等について、

提案すること。 

 

(2) 本市が利用している教育系システムとの連携 

本市単独で校務支援システムの構築を行うにあたり、本市が利用している各種教育系

システムと可能な限り連携を行うことで、日常的に行われている校務の負担軽減や、これ

までシステムごとに行っていた年次更新の一元化を目指したいと考えている。 

本市が利用しているシステムは以下の表のとおりである。 

 

システム内容 システム名 提供メーカー等 

校務プラットフォーム Microsoft365 A5 Microsoft 

学習 e ポータル L-Gate (株)内田洋行 

保護者連絡システム すぐーる バイザー株式会社 

サーベイランス 学校等欠席者・感染症情報システム (公財)日本学校保健会 

蔵書管理システム 図書情報 BOX (株)教育システム 

採点支援システム 百問繚乱 (株)シンプルエデュケ

ーション 

学校給食費管理システム 給食マネージャー 日本ソフトウエアマネ

ジメント株式会社 
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上記システムについて連携できる場合は、そのシステムとの連携方法についてそれぞ

れ具体的に提案に含めること。また、連携ができない場合であっても、将来的に連携可能

又は類似するシステムで代替可能な場合は、できる限り提案に含めること。 

なお、今回の構築業務で提案した内容を実装する場合は、参考見積書の金額に含めるこ

ととし、システムごとに金額を明記すること。実装しない場合は、実装する際の費用及び

実装に係る期間を提案書に明記すること。 

  

6 業務実施要件 

システム導入にあたっての基本的な実施体制は以下のとおりとし、システムの導入業務

を以下の内容を踏まえて実施すること。 

全ての費用は本調達に含めるものとする。  

(1) 業務実施体制 

  (ア) 校務支援システムを導入し運用する上で、受託者が行う業務・支援の実施に必要な

体制を配置し、体制表にて提示すること。 

(イ) システム運用状況について、教育委員会に定期的な報告を行うとともに、システム

の維持・向上を図るために、継続的な運用改善の提案を行うこと。 

(ウ) 各校のシステムへのアクセス状況やシステム利用状況について、適切かつ定期的

な報告を行うこと。 

(エ) 本業務実施体制においては、本市と同等以上の規模の自治体での統合型校務支援

システムの構築及び運用支援業務等の経験を有する者を複数名含むこと。 

(オ) 本業務実施体制においては、各種対応を行うために、本市まで2時間以内に到着で

きる技術者を複数名含むこと。 

 

(2) プロジェクト運営 

(ア) システムの導入過程の経過、進捗状況を、定例会議等を通じて報告すること。また、

進捗報告書及び打合せ会議に際しては、議事内容を事前に提示するとともに、毎回、

受託者が議事録を作成し、会議終了後、速やかに提出すること。 

(イ) サービスの提供を進めていくうえで必要となる関係部署、関係機関との調整用資

料等の作成についても支援すること。 

(ウ) 設計、構築期間においては、必要に応じて関係者を招集の上で定例会等とは別途の

検討会を実施し、スムーズな業務進行を図ること。また、仕様や要件の確認及び確

定に関しては、必ず書面により行うこと。 

(エ) 課題管理表を作成し、定期的に報告、確認を行うこと。 

 

(3) 構築、設定作業 

(ア) システム導入にあたり、必要となる初期設定やデータ登録について、教育委員会と

協議の上、各機能の利用にあたり必要となる初期設定を行うこと。 

(イ) 校務支援システムの運用に必要な利用者の登録を行うこと。また、利用者の所属や

役職などに応じた各種権限設定を行うこと。 

(ウ) システムの構築にあたっては、必要に応じて本市が別途契約しているネットワー
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ク保守業務受託者、通信回線業者等、関係業者とも連携をとり、円滑な構築作業を

進めること。 

(エ) システムの運用に関して、本市で必要となるルール策定を行うこと。 

 

(4) データ移行 

(ア) 現行の統合型校務支援システムからのデータ移行については、令和７年度に作成

したデータ（教職員情報、児童生徒の基本情報、出欠情報、成績情報、保健情報等）

をすべて移行できること。 

 (イ) 現行の統合型校務支援システムから、調査書作成用過年度データ、成長曲線出力の

ための過年度身長及び体重データを移行できること。 

(ウ) 新システムに投入するためのデータ加工が必要な場合は、個人情報の取り扱いル

ールに従って、原則として本市にて作業を実施する想定とするが、ミスなく移行で

きるよう支援すること。 

 

(5) 研修・マニュアル作成 

(ア) 学校及び教職員一人一人がシステムを最大限に活用できるように、説明会や研

修会を計画的に実施すること。 

 (イ) 研修会用の資料や操作マニュアルについても、学校及び教職員がシステムの利

用において困ることのないよう用意すること。 

 

7 運用保守要件 

本業務完了後、システムの安定的な稼働を実現するために、システムの稼働に係る機器

等の善良な管理の下における使用において機器及びシステムに不具合が生じた場合に、

正常な状態に復旧させ、完全に使用できる状態とするための作業を提案すること。 

なお、運用保守等業務については、令和７年９月１日から令和１２年８月３１日までの

５年間の長期継続契約を想定している。 

 

8 その他 

(1) 事故の処理 

  本業務の実施によって生じた事故及び第三者に与えた損害は、全て受託者の責任によ

り誠意をもって解決しなければならない。なお、その原因及び処置について速やかに本市

に報告するものとする。 

 

(2) 個人情報の管理 

受託者は本業務の実施にあたり、個人情報等の取り扱いに関して管理責任者を定め、次

の各号に定める事項に留意して業務を実施するものとする。なお、業務の実施にあたって

は個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、その他関係法令並びに本市で

策定中の教育情報セキュリティ基本方針及び同対策基準（令和７年４月１日施行予定）に

準拠して各種情報を取り扱うものとする。 

(ア) 受託者は、貸与された個人情報を漏洩及び滅失することのないよう、管理体制を整

えるものとする。 
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(イ) 管理責任者は、貸与された個人情報を漏洩及び滅失することのないよう、適切かつ

慎重に取り扱うものとし、業務上個人情報を取り扱う全ての者にこれらを徹底さ

せなければならない。 

(ウ) 業務上、個人情報を取り扱う場合は、管理責任者の監督の下で行うものとする。 

(エ) 受託者は、貸与された個人情報を複写又は複製しようとするときは、書面により本

市の承認を得るものとする。本市の承諾を得ずに個人情報を複写又は複製するこ

とは固くこれを禁ずる。 

(オ) 受託者は、万が一貸与された個人情報を漏洩及び滅失した場合は、速やかに本市に

報告し、その指示を受けるものとする。 

(カ) 受託者は業務の終了後、貸与された個人情報を本市の指示に基づき速やかに本市に

返還又は消去しなければならない。業務の都合上複写又は複製されたものも同様と

する。 

 

(3) 次期システムへの移行 

(ア) 本システム稼働後、次期システムへ本市が更新を図る場合等において、円滑にシス

テムの移行作業を遂行できるよう誠意をもって協力すること。 

(イ) 次期システム更新時においては、受託者（次期システム構築業者が本業務の受託者

でない場合も含む。）が、ＣＳＶ形式等により速やかに移行データの抽出作業等を

実施することとし、それに係る経費は、本業務の運用・保守経費に含むものとする。 

 

 (4) その他協議 

  受託者は、本仕様書に定めのない事項、仕様書に定める業務の実施に当たって必要な詳

細事項及び仕様書の解釈に疑義が生じたときは、遅滞なく発注者と協議して定めるもの

とする。 


























